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戦前 日本 に おけ る幼稚園保姆検定制度

　　
一
保姆 の 資格程度の 考察 を中心 に 一

　　　　　　　　 田 中　友恵

　　　　　　 （上 智大学大学院）

は じめ に

　 戦前 の 保姆養成は 、官立 の 養成機関 が 非常 に 少 な く、

各種学校扱い の 私立 の 養成機関、もし くは 、保姆見習

等を経て保育者 となる者が多い とい う状況で あっ た。

幼稚 園 の 普及段 階にお い て は、有資格保姆 を確保す る

こ と は 必 要 不 可 欠 で あ り、有資格者確保 の た め に各府

県で保姆検定が実施され る ように な る 。 1925年の調査

によると、検定 によっ て保姆 とな っ た者 の 割合は保姆

全体 の 24c／。 、有資格者 の 41％をも占め て い る 1〕。

　 こ の よ うに、戦前の 保育者養成史に とっ て 、検定制

度 の 考察は非常 に 大きな位置を占めるもの に もかか わ

らず、従来 こ の 分野 の 研究は行われて こ な か っ た。そ

こ で 本稿 で は 、保姆検定制度の 史的変遷 を 追 うと と も

に 、 保姆検定か ら窺 い 知 る こ との で き る保姆 の 資格程

度を明 らかにす る 。

1 ．保姆検定の 制度的変遷

　 保姆の 資格は、1891 年、文部省令第 18 号 に よ っ て

　「幼稚園保姆 ハ 女子 ニ シ テ小学校教員タル ヘ キ資格 ヲ

有ス ル 者又ハ 其他府 県知事ノ免許 ヲ得タル 者 トス 」 と

初めて規定 された。 しか し、府県知事の 与 える免許状

の 程度等に関す る規定は定 め られ て い ない
。 幼稚園が

全国的に普及 して い な か っ た こ ともあ り、保姆免許規

則を定め て い な い府県が多い状況で あ っ た。1900年、

　「小学校令施行規則」 で は、保姆の資格要件 と して 、

　「保姆 ハ 女子 ニ シ テ尋常小学校本科正 教員又 ハ 准教員

タル ヘ キ 資格 ヲ有 ス ル 者、其他府県知事ノ免許 ヲ得 タ

ル 者」 とされ たが、こ こ で も府県知事 の 与 え る免許状

の 程度等に 関する規 定はなされ て い ない 。

　 保姆検定の 制度が初めて明文化 された の は、1911

年、小学校令施行規則の うち幼稚園に 関す る規定の
一

部が改正 され、「保姆 ノ免許ヲ得ル ニ ハ 検定 二 合格 ス ル

ヲ要ス 、前項ノ検定ハ 小学校教員検定委員会 二 於テ之

ヲ行フ 、 検定 二 関ス ル 規定ハ 府県知事之 ヲ行 フ 」 とさ

れ た こ とに よ る。しか し、科 目や受験資格な ど、検定

に 関す る 詳細 が示 され る こ とは なか っ た。

　保姆検 定制度が 全国的に統一
され た 基準の も と に行

われるよ うに な っ た の は 1926 年の 「幼稚園令」発布

後 の こ とで ある 。 これ に より、文部大臣 の 定め た保姆

検定規則 に よ っ て 各府県 の 小 学校教員検定委員会が こ

れ を行い 、合格者に対 し て 地方長官が免許 状を授与

す るとい う全国共通 の 保姆検定制度が成立 した。1926

年度か ら文部省年報に 小学校教員検定 と共 に保姆検定

お よ び保姆免許 の 授与状況が報告 され る よ うに な っ た

こ とか らも、こ の 時点をも っ て保拇検 定制度が確立 し

た とみ て よい だろ う。

2 ，幼稚園令制 定以 前 の 保姆 検定

　 1911年 に 小学校令施行規則 が 改 正 され る以前に は 、

保姆の検定 に 関する全国統
一

の規定はなか っ た。しか

し、有資格保姆 を確保する必 要性か ら、保姆につ い て

も検定を行 う府県 が 出始めた。

　 まず、幼稚園教育に関 し て 先進的な京 阪神地区 の 中

で 中心的な役割 を担 っ て い た 大阪府で は 、全国に先駆

けて師範 学校を卒業せず に試験 に よっ て保姆資格 を得

る検 定 制度が創始 され た。1890 年 、 大阪府 は 「幼稚園

保育科保姆免許規則」 （府令第 15 号）を制定した 。 10

年後 の 1900 年には 「幼稚園保姆検定試験等 二 関ス ル

規則」 （府令第 5 号） と して 更に詳細な規則が定め ら

れた。

　 受験資格は満 18 歳以上 で あ っ て 、 身体健全、晶行

方正 な者とされ た。保 姆検定には 甲種 （認定）と 乙 種

　（試験）の 2種類が あ り、甲種 は 「女子高等師範学校

卒業生及 同校保姆練習科卒業生」「従前ノ成規二 依 リ授

与シ タル 幼稚園助手免許状 ヲ有シー箇年以上公立幼稚

園二 就職シ相当 ノ経歴 ヲ有ス ル 者」「他府県二 於 テ幼稚

園保姆免許状 ヲ 受得シ タ ル 者 」「其学力品行等 二 関 シ 知

事 二 於テ 特 二 適任 ト認メタル 者」 に対 して 行 わ れ た
。

乙種（試験）に よ っ て 保姆免許 を得よ うとする者に は 、

修身、教育、国語、算術、地理、歴史、理科 、習字 、

図画、音楽、体操、遊戯法の 試験が 課せ られ た。なお

「小学校本科准教員又 ハ 専科正准教員ノ免許状ヲ有 ス

ル 者 」「尋常小学校本科正教員 ノ免許 状ヲ有 ス ル 者 」「高

等女学校卒業生 」 に っ い ては
一部 の 科 目が免除されて

い る 。
こ の ように、大阪府 で は科 目数も多 く、小学校

教員検定と同様 に、相当の レ ベ ル を保姆に求め て い た

こ とがわか る。そ し て、単に 小学校教員と同様 の 試験

を行 うの で は な く、保育者の 専門性 とか か わ る科目 を

課 して い る こ とか らも、大阪府 の 幼児教育に対する認

識 の 深 さを窺い 知 る こ とがで きる。

　
一
方、幼稚園数 も多 く、有資格保姆を獲得す る こ と

が非常難 しい 状況 にあ っ た東京府で は、1890 年に保姆

を確保す るた め の 方策 と して検定試験を導入 す る こ と

を求 め る 建議書が 提出 され て い る、 そ して 、1891 年 に
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出 され た文部省令第 18 号に基づ い て、翌年、「幼稚園

保 姆免許 規則」 （府令第 28 号）が定め られた。

　 それ に よる と、保姆免許 状を受 けられ る年齢は 15

歳以上 とされ て お り、大阪府の 18 歳よ りも 3 歳低 く、

試験科 目で も読 書、作文、習字 、算術、唱歌、保育 ノ

方法の 5 科 目の み と され た
． 同 日制定 された 「小学校

准教員検定等 二 関ス ル 規則 」で は、小学校令 に基 づ き、

科 目及 び其 の 程度 ま で 示 され て お り、保姆検定と小学

校教員検定の 扱 い の 差は歴然 で あ る。

　 こ の よ うに、幼稚 園令制 定以前 には 、 各府県共通の

保姆検定制度は確立 し て い なか っ た。1908 年 に公表 さ

れ た全国幼稚 園調査 による と、保姆検定試験を行 っ て

い た の は 18 府 県 で ある 。 また試験科目や受験資格、

免許状 の 有効期限等に つ い て も各府県で統
一

され た基

準はなか っ た こ とが報 告 され て い る 2）。

3 ．保姆検定制度の成立

　 幼稚園令 の 発布 に よ り、「保姆 ハ 女子 ニ シ テ 保姆免 許

状 ヲ有ス ル 者タル ヘ シ 」と規定され、保姆免許状は 「地

方長 官二 於テ保姆 検定 二 合 格 シ タル 者二 之 ヲ授与 シ 全

国二 通 シ テ 有効 トス 」 と定め られた。検 定方式そ の 他

の 運用 に つ い て は 幼稚園令施行規則 によっ て詳細に定

め られ て い る 。

　 保姆の 検定は 無試験検 定 と試 験検定 によ るも の と

され、無試験 検定 は 、「小 学校 ノ 本科正 教員 ノ 免許状 ヲ

有ス ル 者 」「高等女学校ヲ卒業 シ タル 者又 ハ 専門学校入

学者検定規程 二 依 リ試験検定 二 合格シ タル者若バ
ー

般

ノ専門学校入 学二 関シ 無試験検定ヲ受クル 資格ヲ 有 ス

ル 者 ニ シ テ 其 ノ合格 又 ハ 卒業後
一

年以上幼稚 園二 於 テ

幼児 ノ保 育 二 従事 シ タル 者」「専門学校入学資格ヲ 以テ

入学資格 トス ル 学校二 於テ
…

年以上幼児ノ保育二 適 ス

ル 教育ヲ受ケテ 卒業シ タ ル 者」「従前ノ規定二 依 リ保姆

免 許状 ヲ 取得シ タル 者 ニ シ テ 三年以上幼稚園二 於 テ 幼

児 ノ保育二 従事シ タル 者」「其 ノ他地方長官 二 於テ特 二

適当 ト認メ タル 者」 に っ い て 行われるもの と定められ

た。

　 試験検定 は 、 修身 、 教育 （教育 、 児童心理、教授法

及 管理 ノ 大要）、保 育 （育児法 、保育法、保育項 目二 関

ス ル 事項ノ実際）、国語、算術、歴史、地理 、理科、図

画、手 工 、音楽、体操、裁縫の科 目 につ い て 、尋常小

学校本科正教員 の 試験検定 の 程度 に 準 じて 行 うもの と

定め られ た。なお 、高等女学校卒業者又は同程度 の 者

は、修身、教育、保育、図画、手 工 、音楽、体操以外

の 学科目は除外 され た 。

4 ，保姆検定試験に み る保姆の 資格程度

　幼稚園令にお い て 、保姆 は尋常小学校本科正教員程

度以上 の 者 と規定 され て い る。つ まり、保姆検定は尋

常小学校本科 正 教員 の 検定 以 上 で あ っ て 然 る べ き で あ

る。そ こ で 保姆検定 と尋常小学校本科正 教員 の 検定を

比較して みた い 。

　 無試験検定 の 出願資格は ほ ぼ同程度で ある。し か し

なが ら、尋常小学校本科正 教員 の 無試験検定が 高等女

学校 の 卒業に よっ て 出願 可能であ るの に対 し、保姆の

無試験検定では 、 高等女学校や専門学校を卒業す るだ

め で なく 1 年以 上 の 保 育経験 を有する こ とが求め られ

て い る 。
つ ま り、実地経験を重視する とい う点に お い

て は保 姆 の 専門性 が認め られ て い ると言 える。

　試験科 目は尋 常小学校本科正教員の試験科 目に、保

育 と手 工 とい う保育技術、資質を問 う科 目が加 わ る分、

保婿検定 の 方が 多くの 試験科目を課 され て い る こ とに

なる。

　 こ の よ うに、無試験検定 の 出願 資格や 、課される科

目数等 を見 る限 り、保姆検定の 方が 尋常小学校本科正

教員検定よ り も負担 が 大 きい ように 見 える。し か しな

が ら、試 験の難易度を推察す る上 で 重要な 哈 格率」

に着目した場合、無試験検定で は、保姆検定は常に 9

割程度 の 合格率 で ある。これ は 尋常小学校本科正 教員

検定 の 合格率 が 6 割 か ら 8 割で あ る の と比 較 して、非

常 に高 い 合格率で ある と い える。また試験検定 で も、

保姆検定の 合格率 の 高 さは際立 っ て い る．

％
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（文部省年報より作成）

　検定合格率 か らみた場合 、保姆検定 は 尋常小学校本

科正教員程度 よりも易 しい 試験で あっ た こ とが推鑛さ

れ る 。 しか しなが ら、難易度こ そ低 い もの の 、検定科

日に 保育や手 工 とい っ た保 育者に必須の 科 目を加 え て

い る 点や、保姆免許 に は実地経験が求め られ るとい う

点 にお い て 、そ の 専門性が問われ て い た。

　 こ の よ うに保 姆検定か らは 小学校教員 と比 べ て、知

識よ り も保育技術や経験、資質 が 重視 され る戦前 の 幼

稚園保姆観を看取する こ とが で きる。ま た こ の よ うな

保姆観 こ そ、幼稚園令で規定され た、資格程度は尋常

小学校本科正教員に準じ なが らも、給与水準で は小学

校専科正 教員程度に抑え られ る とい う、戦前期 の 保姆

に 対す る評価で あ っ た とい えるだ ろ う。

1）文部省教育調査部 『全 国幼稚園二 関ス ル 調査 』1926年。
2）　　『教 育日寺論』　第 821 号、　1908 年、　34頁。
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